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術
内
容
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

令
和
６
年
度
浦
添
市
民
住
宅・

子
育
て
支
援
港
川
宿
舎
空
き

家
待
ち
入
居
候
補
者
募
集

問
株
式
会
社
レ
キ
オ
ス・ア
ス
リ

ン
ク
ホ
ー
ム
株
式
会
社
J
V

☎（
９
４
３
）５
７
２
２

問
建
築
営
繕
課

☎（
８
７
６
）１
２
５
１

子
育
て
支
援
を
目
的
と
し
た
、市

民
住
宅
の
空
き
家
待
ち
入
居
候
補

者
募
集
を
行
い
ま
す
。

※
令
和
６
年
８
月
以
降
に
発
生
す

る
空
き
家
を
見
込
ん
で
入
居
順
位

を
決
め
る
も
の
で
、現
在
空
い
て
い

る
住
戸
に
つ
い
て
募
集
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

募
集
す
る
住
宅

浦
添
市
民
住
宅
・

子
育
て
支
援
港
川
宿
舎

『
募
集
の
し
お
り
』配
布
お
よ
び
申
し

込
み
受
付
期
間

①
６
月
10
日（
月
）〜
14
日（
金
）の

間
、市
役
所
５
０
１
会
議
室
で
、し

お
り
配
布
と
直
接
申
し
込
み
を
受

け
付
け
ま
す
。

＊
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

②
６
月
10
日（
月
）〜
21
日（
金
）株

式
会
社
レ
キ
オ
ス
に
郵
送
。当
日
消

印
有
効
。

※
申
し
込
み
に
は
、資
格
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、『
募
集
の
し
お
り
』を

よ
く
読
ん
で
か
ら
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。し
お
り
は
21
日
ま
で
、市
役

「
は
り・
き
ゅ
う
」お
よ
び「
あ
ん

ま・マ
ッ
サ
ー
ジ・
指
圧
」を
受
け

る
人
へ（
療
養
費
の
お
知
ら
せ
）

問
国
民
健
康
保
険
課
給
付
係

☎（
８
７
６
）１
２
８
８

国
民
健
康
保
険
で
は
、医
師
か
ら

「
は
り
・
き
ゅ
う
」お
よ
び「
あ
ん
ま
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
」
の
同
意
を
得

て
施
術
を
受
け
た
場
合
、療
養
費
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

定
期
的
に
療
養
費
支
給
申
請
書

に
医
師
の
同
意
書
の
添
付
が
必
要

で
す
。療
養
費
支
給
申
請
書
は
内
容

を
確
認
し
て
か
ら
、サ
イ
ン
を
し
ま

し
ょ
う
。

た
だ
し
、同
じ
傷
病
や
類
似
疾
病

で
、「
は
り
・
き
ゅ
う
」
と「
あ
ん
ま
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
」
の
両
方
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
入
院
中
に

施
術
所
に
よ
る
施
術
を
受
け
た
場

合
は
、療
養
費
の
支
給
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼「
は
り
・
き
ゅ
う
」対
象
と
な
る
傷
病

①
神
経
痛

②
リ
ウ
マ
チ

③
腰
痛
症

④
五
十
肩

⑤
頚
腕
症
候
群

⑥
頚
椎
捻
挫
後
遺
症

⑦
①
～
⑥
と
類
似
し
て
い
る
慢
性

的
な
痛
み
や
う
ず
き

※
病
院
や
医
院
で
同
じ
傷
病
の
治

療
を
受
け
て
い
る
場
合
、療
養
費
は

支
給
で
き
ま
せ
ん
。

▼「
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
」

対
象
と
な
る
傷
病

筋
肉
の
麻
痺
や
関
節
が
固
ま
る

な
ど
（
骨
折
や
手
術
後
の
障
害
、脳

血
管
疾
患
後
遺
症
な
ど
）で
あ
っ
て
、

5
0
0
円（
当
日
券
は
一
般
の
み
３

０
０
円
増
）

出
演

屋
富
祖
自
治
会
、宮
城
珠

算
学
校
、シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
ダ
ン

ス
ク
ラ
ス
、屋
富
祖
こ
ど
も
育
成
会

は
っ
ぴ
ー
て
ぃ
だ
ク
ラ
ブ

会
場

ア
イ
ム
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
て
だ

こ
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

Ɲ◌しǞǾ
　ǢǰȘ

そ
の
他

「
6
・12
愛
の
声
か
け
一
斉
早
朝

コ
ー
ル
作
戦
」出
発
式
お
よ
び

あ
い
さ
つ
運
動

問
こ
ど
も
青
少
年
課

☎   （
８
７
６
）１
２
９
６

平
成
13
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

こ
の
運
動
は
、青
少
年
健
全
育
成
活

動
の
一
環
で
開
催
し
て
い
ま
す
。今

年
は
左
記
の
日
程
で
出
発
式
と
あ

い
さ
つ
運
動
を
行
い
ま
す
。

各
学
校
区
の
民
生
委
員
お
よ
び

青
少
年
健
全
育
成
活
動
に
協
力
で

き
る
人
は
、お
近
く
の
学
校
で
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

日
時

6
月
12
日（
水
）午
前
7
時
30

分
〜
8
時
10
分

出
発
式
の
場
所  

ロ
ー
ソ
ン
浦
添
内

間
4
丁
目
店

あ
い
さ
つ
運
動
の
場
所

市
内
各
小

中
高
校
の
正
門
前

※
出
発
式
・
あ
い
さ
つ
運
動
の
駐
車

場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
在
宅
介
護
手
当

６
か
月
以
上
継
続
し
て
寝
た
き
り

や
認
知
症
の
状
態
に
あ
る
高
齢
者

を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
介
護
者
に
、

月
額
５
千
円
の
介
護
手
当
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
者

在
宅
で
生
活
す
る
65
歳

以
上
の
要
介
護
高
齢
者（
要
介
護
３

～
５
）を
介
護
す
る
人
で
、高
齢
者

お
よ
び
介
護
者
の
世
帯
に
お
け
る

前
年
の
最
多
所
得
が
１
千
万
円
未

満
の
人

●
介
護
用
品
支
給

紙
お
む
つ
等
に
引
き
換
え
が
で
き

る
月
額
6
2
5
0
円
分
の
支
給
証
を

交
付
し
、在
宅
の
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
介
護
者
の
負
担
を
軽
減
し
ま

す
。

対
象
者

要
介
護
４
～
５
の
認
定

を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
高
齢

者
を
介
護
し
て
い
る
人
で
、高
齢
者

お
よ
び
介
護
者
が
市
民
税
非
課
税

世
帯
に
属
し
て
お
り
、か
つ
浦
添
市

に
居
住
し
て
い
る
人

●
訪
問
介
護
等
利
用
者
負
担
額
軽

減
措
置

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、訪

問
介
護
、訪
問
看
護
、訪
問
リ
ハ
ビ
リ

な
ど
を
利
用
し
た
時
の
利
用
者
負
担

額
の
４
割
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者

介
護
保
険
被
保
険
者
で
、

介
護
保
険
所
得
段
階
が
１
～
３
段

階
に
属
す
る
人（
市
民
税
非
課
税
世

帯
）

※
訪
問
調
査
が
必
要
な
事
業
も
あ

り
ま
す
の
で
、利
用
を
希
望
す
る
場

合
は
、事
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

所
１
階
総
合
案
内
お
よ
び
市
役
所

５
階
建
築
営
繕
課
で
配
布
し
ま
す
。

高
齢
者
の
た
め
の
在
宅
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎（
８
７
６
）１
２
９
２

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
高
齢
者

の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
し
て
い
ま

す
。

●
高
齢
者
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス

リ
フ
ト
付
車
両
で
、自
宅
か
ら
医

療
機
関
ま
で
の
送
迎
を
行
い
ま
す
。

対
象
者

60
歳
以
上
の
在
宅
の
人

で
、車
い
す
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を

必
要
と
し
、一
般
の
交
通
機
関
を
利

用
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
。

●
配
食
サ
ー
ビ
ス

夕
食
の
お
弁
当
を
高
齢
者
の
自

宅
に
配
達
す
る
こ
と
で
、安
否
確
認

な
ど
の
見
守
り
を
行
い
ま
す
。

対
象
者

安
否
確
認
を
必
要
と
す

る
65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢
者
の
み

の
世
帯
で
、食
事
の
調
理
や
手
配
が

困
難
な
人
。

費
用

１
食
3
0
0
～
5
0
0
円

※
課
税
状
況
・
食
事
内
容
に
よ
り
金

額
が
異
な
り
ま
す

●
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

急
病
や
事
故
な
ど
緊
急
の
際
、簡

単
な
操
作
で
外
部
に
通
報
で
き
る

機
器
を
設
置
し
、日
常
生
活
の
安
全

を
確
保
し
ま
す
。

対
象
者

65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢

者
の
み
の
世
帯
で
、疾
病
等
が
あ
り
、

日
常
生
活
に
注
意
を
要
す
る
人

子
育
て
・
教
育

６
月
は
児
童
手
当
の
更
新
月

問  

こ
ど
も
家
庭
課

☎（
８
７
６
）１
２
８
０

令
和
４
年
度
か
ら
、児
童
手
当
現

況
届
が
原
則
提
出
不
要
に
な
り
ま

し
た
。た
だ
し
、次
の
受
給
者
は
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・「
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
」

と
申
請
し
た
人

・
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
、

住
民
票
の
住
所
地
が
実
際
の
居
住

地
と
異
な
る
人

・
戸
籍
お
よ
び
住
民
票
が
な
い
児
童

（
無
戸
籍
児
童
）を
養
育
し
て
い
る

人・
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、施

設
・
里
親
の
受
給
者

・
施
設
等
入
所
者（
里
親
も
含
む
）

・
そ
の
他
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
人

提
出
が
必
要
な
受
給
者
に
は
、現

況
届
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。内
容

を
確
認
し
、必
要
事
項
を
記
入
の

上
、６
月
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
６
月
分

以
降
の
児
童
手
当
の
振
り
込
み
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

所
得
が
所
得
上
限
限
度
額
を
上

回
っ
た
場
合
は
、受
給
資
格
が
消
滅

と
な
り
、児
童
手
当
等
が
支
給
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。そ
の
翌
年
度
以
降

に
所
得
が
所
得
上
限
額
を
下
回
っ

た
場
合
は
、改
め
て
認
定
請
求
書
等

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
の
支
給

問  

こ
ど
も
家
庭
課

☎（
８
７
６
）１
２
８
０

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
支
給
日

は
６
月
10
日（
月
）で
す
。

６
月
期
の
振
り
込
み
で
は
、令
和

６
年
２
月
分
か
ら
５
月
分
ま
で
を

支
給
し
ま
す
。通
帳
を
記
帳
し
て
振

り
込
み
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
口
座
に
入
金
さ
れ
る
時
間
帯
は
、

金
融
機
関
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

※
令
和
６
年
３
月
で
世
帯
に
お
け

る
全
て
の
対
象
児
童
が
中
学
校
を

卒
業
し
、児
童
手
当
の
支
給
事
由
が

消
滅
し
た
人
に
は
、今
回
の
振
り
込

み
で
令
和
６
年
２
月
か
ら
３
月
分

ま
で
の
、２
か
月
分
の
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

浦
添
・屋
富
祖
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ダ
ン
ス
公
演
ナ
ガ
リ
ユ
ン
ナ

ガ
リ
ユ
ン

問
ア
イ
ム
・ユ
ニ
バ
ー
ス
て
だ
こ

ホ
ー
ル

☎（
９
４
２
）４
３
６
０

地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
創
り

上
げ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ダ
ン
ス
。

ま
ち
の
風
景
、人
々
の
記
憶
を
ダ
ン

ス
で
描
き
、屋
富
祖
の
昔
・
今
・
未
来

を
紡
ぎ
ま
す
。９
歳
か
ら
１
０
０
歳

ま
で
老
若
男
女
が
総
出
演
。屋
富
祖

の
愛
と
パ
ワ
ー
を
感
じ
て
く
だ
さ

い
。

日
時

６
月
30
日（
日
）
午
後
３
時

30
分
開
演（
３
時
開
場
）

料
金

一
般
千
円
／
高
校
生
以
下

医
療
上
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
必
要
と
す

る
傷
病
。

※
疲
労
回
復
や
慰
安
目
的
な
ど
の

マ
ッ
サ
ー
ジ
は
対
象
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

整
骨
院
・接
骨
院（
柔
道
整
復
）

は
正
し
く
利
用
し
ま
し
ょ
う
！

問
国
民
健
康
保
険
課
給
付
係

☎（
８
７
６
）１
２
８
８

【
保
険
証
が
使
え
る
場
合
】

け
が
に
よ
る
骨
折
、
ひ
び（
不
全

骨
折
）、脱
臼
、打
撲
、捻
挫
、肉
離
れ

※
た
だ
し
骨
折
、
不
全
骨
折
、
脱
臼

の
場
合
は
、応
急
手
当
を
除
き
医
師

の
同
意
が
必
要
で
す
。

【
注
意
事
項
】

●
負
傷
の
原
因
は
正
確
に

次
の
よ
う
な
場
合
は
、国
民
健
康

保
険
が
使
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

①
外
傷
性
の
負
傷
で
は
な
い
場
合

②
負
傷
原
因
が
労
働
災
害
に
該
当

す
る
場
合（
通
勤
途
中
の
負
傷
等
）

●
病
院
で
の
治
療
と
重
複
不
可

同
じ
け
が
で「
病
院
」
と「
整
骨

院
・
接
骨
院（
柔
道
整
復
）」
両
方
の

治
療
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
施
術
が
長
期
に
わ
た
る

場
合
は
、医
師
の
診
療
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

●
自
署
と
領
収
書
の
保
管

療
養
費
支
給
申
請
書
は
必
ず
自

分
で
署
名
し
、領
収
書
を
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
後
日
国
民
健
康

保
険
課
か
ら
郵
送
さ
れ
る「
医
療
費

通
知
」と
内
容
に
間
違
い
が
な
い
か

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
医
療
費
適
正
化
を
図
る
た
め
、施




